
福島再生加速化交付金（第６８回）《帰還・移住等環境整備(第５４回)》 

の交付可能額通知について 

「福島再生加速化交付金(帰還・移住等環境整備)」について、本日、以下のと
おり交付可能額を通知します。 
今回の交付可能額については、令和８年度暫定予算期間中に対応が必要な事

業（年度をまたいで切れ目なく継続して事業を実施することが必要なもの）の
みを計上します。 

１．交付可能額 

事業費：４，１５７百万円 国費：１０４百万円 
※福島県、３６市町村、２組合（７６事業）に対する交付可能額。なお、国費は、事業費に

対する交付可能額のうち、令和８年度暫定予算期間中に必要な額としています。市町村等

別は別紙１のとおりです。

※計数は精査の結果、今後変動があり得ます。

２．主な交付対象事業（計数は事業費（（ ）内は国費）） 

○個人線量管理・線量低減活動支援事業
・３５市町村等において、個人線量計の点検校正や飲料水等の線量測定等を行います。 

《６０９百万円（１８百万円）（３５市町村２組合５９事業）》 

○農山村地域復興基盤総合整備事業
・福島県及び南相馬市において、農業用用排水施設等の維持管理や補修等を行います。

《２９８百万円（９百万円）（１県１市２事業）》 

○移住・定住促進事業
・福島県及び１２市町村において、新たな住民の移住・定住の促進に資する施策を行い

ます。

《２，７８８百万円（６３百万円）（１県２事業）》 

《別紙資料》 
・別紙１：福島再生加速化交付金（第６８回）《帰還・移住等環境整備（第５４回）》市町村等別交付可能額
・別紙２：福島再生加速化交付金（第６８回）《帰還・移住等環境整備（第５４回）》市町村等別の主な事業
・別紙３：福島再生加速化交付金（第６８回）《帰還・移住等環境整備（第５４回）》交付可能額通知対象事業一覧
・別紙４：福島再生加速化交付金（帰還・移住等環境整備）の概要
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【別紙１】 

福島再生加速化交付金（第６８回） 

《帰還・移住等環境整備(第５４回)》市町村等別交付可能額 

 （単位：千円）

県及び市町村等名 事業費 交付可能額【国費】 

田   村   市 ８，９９６ ２６９ 

南 相 馬 市 ２３６，７５０ ７，０９８ 

川 俣 町 ５４，４２６ １，６３１ 

広 野 町 ６，６７１ １９９ 

楢  葉   町 ７，８６９ ２３５ 

富  岡 町 １１，５０８ ３４４ 

川  内 村 １６，７４７ ５０２ 

双   葉   町 ３，２５２ ９６ 

浪 江  町 ６８，４６７ ２，０５１ 

葛   尾   村 １４，９９３ ４４９ 

飯  舘   村 ８５，９１８ ２，５７５ 

福  島  市 ３８，０８３ １，１４２ 

郡  山  市 １４，４６６ ４３２ 

い わ き 市 ５６，４５７ １，６９２ 

白 河 市 ４，５９６ １３７ 

相 馬 市 ２１，９９２ ６５９ 

二 本 松 市 ７，９２５ ２３７ 

伊 達 市 ３，８２０ １１４ 

本 宮 市 ９，４１７ ２８１ 

桑 折 町 ４，９５３ １４８ 



（単位：千円） 

県及び市町村等名 事業費 交付可能額【国費】 

国 見 町 １，５６０ ４６ 

天 栄 村 ２，５６９ ７７ 

泉 崎 村 ４６２ １３ 

矢 吹 町 ６５０ １９ 

棚 倉 町 ７，７４２ ２３２ 

矢 祭 町 １，２６８ ３８ 

塙 町 ２，９６０ ８８ 

鮫 川 村 ５，５０７ １６５ 

石  川   町 １，４６０ ４３ 

玉 川 村 ５，５２１ １６５ 

平 田 村 ７９９ ２３ 

浅 川 町 ６，０２５ １８０ 

古 殿 町 ４６２ １３ 

三 春 町 ８，９０３ ２６７ 

小 野 町 ６，５５０ １９６ 

新 地 町 ２８３ ８ 

福 島  県 ３，３８６，９８０ ８０，６９４ 

福島地方水道 

用水供給企業団 
３，９１２ １１７ 

双葉地方水道企業団 ３５，８７７ １，０７６ 

計 
（県、３６市町村、２組合）

４，１５６，７９６ １０３，７５１ 

注）計数は精査の結果、今後変動があり得ます。 

  端数処理により、合計と一致しない場合があり得ます。 



福島再生加速化交付金（第６８回）《帰還・移住等環境整備（第５４回）》
市町村等別の主な事業

※金額は、【事業費（うち、国費）】です。
※事業番号については、資料【別紙３】参照。

【別紙２】

大熊町

○事業番号：１２（下水道事業）
・大熊町西大和久地区復興拠点等整備（下水道整備）事業（基金型）
《新規》 【78千円（58千円）】

○事業番号：４０（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業 大熊地区

【777千円（586千円）】

○事業番号：４７（原子力災害被災地域事業所整備等支援事業）
・大熊町産業交流施設整備事業

【540千円（405千円）】

楢葉町

○

田村市

〇事業番号：４５（木質バイオマス施設等緊急整備事業）
・木材加工流通施設等整備事業 田村地区

【1,822千円（1,367千円）】

広野町

川俣町

○事業番号：２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・放射線モニタリング業務委託事業

【46,366千円（1,390千円）】

葛尾村

○事業番号：４０（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農山村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画）
野川・上野川第２地区《新規》

【12千円（12千円）】

双葉地方水道企業団

○事業番号： ２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・水道水に対する住民の不安解消事業

【35,877千円（1,076千円）】

川内村

○事業番号： ２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・自家消費野菜等放射能検査事業

【16,747千円（502千円）】

南相馬市

○事業番号：２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・放射線被ばく検診事業

【48,701千円（1,461千円）】
・飲用井戸水核種濃度及び水質測定事業

【27,720千円（831千円）】
・自家消費野菜等放射能簡易分析事業

【19,256千円（577千円）】

○事業番号：４０（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・営農再開支援水利施設等保全事業 南相馬地区

【128,078千円（3,842千円）】

双葉町

○事業番号：１０（都市防災推進事業）
・駅東地区復興まちづくり支援施設整備事業《新規》

【210千円（140千円）】

○事業番号：４０（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・農業水利施設等保全再生事業 双葉町

【105千円（105千円）】

富岡町

○事業番号：４０（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・営農再開支援水利施設等保全事業 富岡地区（基金型）

【207千円（207千円）】

○事業番号：４２（農業基盤整備促進事業）
・農業基盤整備促進事業 富岡地区（基金型）

【187千円（140千円）】

○事業番号：４６（原子力災害被災地域産業団地等整備等支援事業）
・富岡第二産業団地（仮称）整備事業 小良ヶ浜地区（基金型）

【2,461千円（1,846千円）】

浪江町

○事業番号： ２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・水道水に対する住民の不安解消事業

【26,551千円（796千円）】

飯舘村

○事業番号： ２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・村内放射線量モニタリング業務

【51,961千円（1,558千円）】
・水道水に対する住民不安解消事業

【17,325千円（519千円）】

福島市

○事業番号： ２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・農産物・食品等放射能測定事業

【33,880千円（1,016千円）】

いわき市

○事業番号： ２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・空間線量等モニタリング事業

【29,622千円（888千円）】
・水道水の水質検査事業

【21,558千円（646千円）】

相馬市

○事業番号：２３（個人線量管理・線量低減活動支援事業）
・個人線量管理・線量低減活動支援事業

【21,992千円（659千円）】

福島県

○事業番号：２２（放射線測定装置・機器等整備支援事業）
・環境放射能監視事業（旧：環境放射能監視資機材整備事業）

【277,277千円（8,318千円）】

○事業番号： ２６（被災者生活支援事業）
・富岡町高齢者等サポート拠点運営事業

【34,843千円（1,045千円）】
・浪江町社協サポートセンター運営事業
（旧：浪江町サンシャインサポートセンター運営事業）

【25,520千円（765千円）】
・葛尾村サポートセンター運営事業

【24,000千円（720千円）】
・飯舘村サポートセンター運営事業

【50,000千円（1,500千円）】
・大熊町高齢者等サポート拠点運営事業

【17,000千円（510千円）】

○事業番号：４０（農山村地域復興基盤総合整備事業）
・営農再開支援水利施設等保全事業 相双地区（基金型）

【170,000千円（5,100千円）】

○事業番号：４９（移住・定住促進事業）
・避難地域への移住促進事業

  【920,577千円（20,712千円）】
・福島再生加速化交付金市町村交付事業

【1,867,763千円（42,024千円）】



福島再生加速化交付金（第６８回）《帰還・移住等環境整備（第５４回）》
交付可能額通知対象事業一覧

事業番号 事 業 名

２２ 放射線測定装置・機器等整備支援事業

２３ 個人線量管理・線量低減活動支援事業

２４ 相談員育成・配置事業

２６ 被災者生活支援事業

４０ 農山村地域復興基盤総合整備事業

４９ 移住・定住促進事業

【別紙３】

（※）各事業メニューの詳細については、復興庁HPをご参照下さい。
URL：https://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-17/sub-cat1-17-1/20140314171345.html
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（１）対象区域

避難指示を受けた12市町村等

（２）主な交付対象事業

① 生活拠点整備

災害公営住宅、再生賃貸住宅、道路、小中学校・幼

稚園、市街地等の整備

② 生活環境向上対策

水道施設整備、井戸掘削等

③ 健康管理・健康不安対策

モニタリングポスト整備、個人線量管理、相談員

配置

④ 社会福祉施設整備

介護施設、児童福祉施設、保育所等の整備

⑤ 農林水産業再開のための環境整備

農地・農業用施設、畜産施設、木質バイオマス施

設等の整備

⑥ 商工業再開のための環境整備

産業団地、貸事業所等の整備

⑦ 移住等の促進

自治体支援事業、移住支援事業、起業支援事業

避難指示等を受けた12市町村等において、県・12市町
村等が実施する、住民の帰還や新たな住民の移住・定住
の促進を図るための環境を整備する事業（住民の生活拠
点等の整備、健康管理・健康不安対策、営農・商工業再
開に向けた環境整備、移住等の促進に資する施策）を支
援する。

福島再生加速化交付金
（帰還・移住等環境整備）

事業概要 事業イメージ・具体例

資金の流れ

避難指示等に伴い住民が避難したこと等により復興・
再生に遅れが生じている地域に対して、それぞれの地域
の復興・再生のための事業をそれぞれの地域が自主的・
主体的に実施することを支援することにより、避難住民
の早期帰還を促進するとともに、新たな住民の移住の促
進や交流・関係人口の拡大など、新たな活力を呼び込む
ことで、地域の再生を加速化させる。

目的・期待される効果

県・12市町村等各
府
省
庁

交付

（注）県を通じた市町村への間接補助、市町村を通じた民間事業者への間接補助も一部あり

※別途、震災復興特別交付税による地方負担軽減措置あり

移替え 交付

【別紙４】
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